
 

  

 

■提案の背景と趣旨 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

砂防施設の景観デザインガイドライン作成に関するご提案 

美しい国づくり政策大綱（H15.7） 
・事業における景観検討の原則化 
・公共事業における景観評価システムの確立 

国土交通省所管公共事業における景観検討の基
本方針（案）（H19.3） 
・すべての直轄事業を対象 
・整備局等は必要に応じ実施要領等を作成 

砂防関係事業における
景観形成ガイドライン 
（国土交通省砂防部 

H19.2） 

景観検討の基本方針（案）改定（H21.4） 
・重点検討事業については、事後評価を実施 
・事後評価は、事業完成後 3～5年後に実施 

 

 
●管内の景観特性に応じた景観形成の目標像を設定します。 

●管内各地域での砂防施設のデザイン方針、景観設計の留意点を整理します。 

●新設や改築が予定されている砂防施設について、景観配慮の優先度を評価します。 

 

メリット①：景観調査・検討作業を効率化、適正化できます。 

メリット②：事業者、設計者、施工者が目標像や設計方針を共有することで、

統一性のある景観配慮が可能となります。 

メリット③：優先度に応じて、景観形成に係わるコストにメリハリをつける

ことで、全体的な事業費の縮減に寄与します。 

事務所に求められる事項 

●実施要綱に基づき、すべての所管事業で景観検討が必要になります。 

●所管事業について景観検討区分設定（重点検討事業、一般検討事業、検討対象外事業）を行う必要が

あります。 

●景観検討の内容を「景観整備方針」としてとりまとめ、整備局へ提出する必要があります。 

●景観検討区分の設定、景観整備方針の作成にあたり、景観に関す地域特性を整理する必要があります。 

管内砂防施設管内砂防施設管内砂防施設管内砂防施設のののの景観形成景観形成景観形成景観形成ガイドラインガイドラインガイドラインガイドラインのののの作成作成作成作成    

ごごごご    提提提提    案案案案    

当社実績当社実績当社実績当社実績    

H21 渡良瀬川砂防施設景観検討業務 



■検討の手順と内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■お問い合わせ先（環境計画部） 

TEL：03-3988-2632 (直通)  FAX：03-3988-3662 (直通) 

Email: kankyok@kensetsukankyo.co.jp 

〒170-0013 東京都豊島区東池袋 2-23-2 

TEL：03-3988-1818(代表) 

1.景観調査 
・管内の景観の特徴や既存施設の景観面での課題を把握するた

め、現地調査及び文献調査を実施します。 
・既存施設の調査(視点場、経年変化、景観配慮効果) 
・計画地点の調査(視点場、現況景観、地域特性) 
・景観情報の収集（景観資源、法的規制、自治体の景観計画） 

2.地域の景観特性の整理 
・調査結果をわかりやすく整理・分析し、地域の景観特性を職

員が共有できるようにします。また既存施設の良い点・悪い

点の分析や、管内における典型的な視点場・眺望のタイプを

分析します。 
・地域景観の特性分析  ・ゾーン区分 
・調査結果の分析(視点場・眺望タイプの分類、既存施設の評価) 

3.景観形成の基本方針 
・管内で目指すべき景観の方向性を示します。砂防施設の景観

計画・設計に際しての留意事項を「景観配慮のチェックリス

ト」としてとりまとめます。 
・景観形成の基本方針 
・既存施設の課題と景観形成のポイント 
・景観配慮のチェックリスト 

4.景観形成ガイドラインの作成 
・1～3 の検討結果をもとに、目指すべき景観の実現に向けた、

検討手順、各事業段階における景観配慮の留意点、実践的方

策などをガイドラインとしてとりまとめす。 
・景観形成の基本理念･基本方針 
・事業段階毎の検討の進め方 
・ケーススタディー 

調査対象NO. 1 流域名 松木川上流 A 施設名称 (70)松木川二号砂防堰堤 

施設諸元 (本堤)H=15m,L=81m 建設経緯 (竣工)S42 年 （改築）なし 

施設の特色 天端石張 

眺望タイプ 代表視点からの距離： 100m（中景） Type-2  

視点場特性 旧道路跡上（登山者、ハイカー、釣り人） タイプ① 視点場から視認できる 

景観の状況  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

眺望に係る

特記事項 

◆切り立った断崖の谷底部に視認される。 

◆道路が河床より比較的高い位置にあり、俯瞰景で見下ろされる。 

◆河岸の樹木越しに、下流面～堰堤軸方向～上流面が連続して見られる。 

◆周辺地形のスケールが壮大なので、砂防堰堤は目立ちにくい。 

視点場に係

る特記事項 

◆左岸に道路があるが、車両は通行できない。 

◆眺望主体は、登山者やハイカー、釣り人である。 

施設の状況 ◆エイジングにより明度が非常に低くなっており、周辺の背景に溶け込んでいる。 

◆天端石張りになっているが、ディテールは認識できない。 

◆石張りの剥落など、劣化が相当に進行している。 

 

調査結果をカルテ形式に整理します 

調査結果で得た情報を、GIS を用いた
景観情報図としてとりまとめます 

計画・設計にあたっての配慮事項を「景観配慮のチェッ
クリスト」として体系的に整理します。 

チェック項目毎に、実例を挙げた解説（景
観配慮のポイント集）を作成します。 


